
【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】　
伊
賀
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

　
月
〜
金
曜
日
・
第
３
土
曜
日　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分　
※
祝
日
を
除
く

　
☎
26
・
７
８
３
０　
℻  
22
・
９
６
６
６　

igafsc@
ict.ne.jp

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

は
、
子
育
て
の
手
伝
い
を
し
て
ほ
し
い
人

（
依
頼
会
員
）
と
、
子
育
て
の
手
伝
い
が

で
き
る
人
（
提
供
会
員
）
で
構
成
す
る
会

員
組
織
で
す
。
地
域
の
中
で
助
け
合
い
な

が
ら
子
育
て
を
す
る
有
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
で
す
。

◆
提
供
会
員
養
成
講
座

【
と　
き
】

○
２
日
間
コ
ー
ス

　
活
動
内
容
：
送
迎
・
預
か
り
援
助

　
６
月
28
日
㈪
・
７
月
10
日
㈯

○
４
日
間
コ
ー
ス

　
活
動
内
容
：
送
迎
・
預
か
り
援
助

　
　
　
　
　
　
緊
急
援
助
・
病
児
援
助

　
６
月
28
日
㈪
・
７
月
４
日
㈰

　
７
月
５
日
㈪
・
７
月
10
日
㈯

【
内　
容
】

○
６
月
28
日
㈪

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
「
子
育
て
の
制
度
と
現
状
」

　
「
障
が
い
の
あ
る
子
の
預
か
り
に
つ
い
て
」

　
「
子
ど
も
の
世
話
」

　
「
子
ど
も
の
事
故
と
安
全
」

○
７
月
４
日
㈰

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

　
「
心
の
発
達
と
保
育
者
の
か
か
わ
り
」

　
「
子
ど
も
の
遊
び
」

○
７
月
５
日
㈪

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
「
保
育
の
心
」「
子
ど
も
の
栄
養
と
食
生
活
」

○
７
月
10
日
㈯

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
「
小
児
看
護
の
基
礎
知
識
」

　
「
身
体
の
発
育
と
病
気
」

　
「
活
動
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
」

【
と
こ
ろ
】

　
ハ
イ
ト
ピ
ア
伊
賀　
４
階
・
５
階

【
対
象
者
】

　
市
内
在
住
・
在
勤
の
20
歳
以
上
の
人

【
料　
金
】　
２
，０
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
）

※
両
コ
ー
ス
同
じ
テ
キ
ス
ト
で
す
。

【
定　
員
】　
20
人
程
度

【
申
込
方
法
】　
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・

電
話
番
号・コ
ー
ス
名
を
、
電
話・
Ｅ
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
で
左
記
ま
で
。

【
申
込
期
限
】　
６
月
18
日
㈮

※
提
供
会
員
と
し
て
登
録
で
き
る
の
は
、

講
座
を
受
講
し
認
定
さ
れ
た
人
の
み

で
す
。

※
託
児
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
し
込
み

時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
保
育
士
・
看
護
師 

・
栄
養
士
な
ど
の

免
許
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
、
講
習
の

一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

トピックス

提
供
会
員
養
成
講
座

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

【
問
い
合
わ
せ
】　
収
税
課

　
☎
22
・
９
６
１
５　
℻  
22
・
９
６
１
８　

shuuzei@
city.iga.lg.jp

トピックス

【
問
い
合
わ
せ
】　
こ
ど
も
未
来
課

　
☎
22
・
９
６
７
７　
℻  
22
・
９
６
４
６　

kodom
o@
city.iga.lg.jp

◆
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
者
】

　
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
り
、
18
歳

の
誕
生
日
か
ら
最
初
の
３
月
31
日
を
む
か

え
て
い
な
い
子
を
扶
養
し
て
い
る
父
か

母
、
ま
た
は
そ
の
子
を
養
育
し
て
い
る
人

○
父
母
が
離
婚
し
た
子

○
父
か
母
が
死
亡
し
た
子

○
父
か
母
が
重
度
の
障
が
い
（
国
民
年
金

の
障
害
等
級
１
級
程
度
）
に
あ
る
子

○
父
か
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
子

○
父
か
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄

さ
れ
て
い
る
子

○
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護
命

令
を
受
け
た
子

○
父
か
母
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ

れ
て
い
る
子

○
母
が
婚
姻
せ
ず
に
生
ま
れ
た
子

○
父
母
と
も
不
明
で
あ
る
子

※
子
の
身
体
ま
た
は
精
神
に
中
程
度
以
上

の
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
、
手
続
き
に

よ
り
20
歳
未
満
ま
で
受
給
で
き
ま
す
。

※
令
和
３
年
３
月
分
か
ら
児
童
扶
養
手
当

の
額
が
障
害
年
金
の
子
の
加
算
部
分
の

額
を
上
回
る
場
合
、
そ
の
差
額
を
児
童

扶
養
手
当
と
し
て
受
給
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
者
】

　
身
体
や
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未

満
の
子
を
養
育
し
て
い
る
父
か
母
、
ま
た
は

父
母
に
か
わ
っ
て
子
を
養
育
し
て
い
る
人

〈
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
〉

○
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む
ね

１・
２
級
程
度（
内
部
的
疾
患
を
含
む
。）

に
該
当
す
る
と
き

○
療
育
手
帳
の
判
定
が
最
重
度
、
重
度
程

度
の
知
的
障
が
い
・
精
神
障
が
い
で
あ

る
と
き

〈
特
別
児
童
扶
養
手
当
２
級
〉

○
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む
ね

３
級
程
度
（
内
部
的
疾
患
を
含
む
。）

に
該
当
す
る
と
き

○
療
育
手
帳
の
判
定
が
中
度
程
度
の
知
的

障
が
い
・
精
神
障
が
い
で
あ
る
と
き

※
手
当
を
受
け
る
人
、
ま
た
は
扶
養
義
務

者
の
前
年
の
所
得
が
限
度
額
を
超
え
る

と
手
当
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

と
も
受
給
す
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】

○
介
護
高
齢
福
祉
課　
☎
22
・
９
６
３
４　
℻  
26
・
３
９
５
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　

kaigo@
city.iga.lg.jp

○
障
が
い
福
祉
課　
☎
22
・
９
６
５
７　
℻  
22
・
９
６
６
２

○
各
支
所
住
民
福
祉
課

在
宅
者
向
け
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

い
が
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

トピックス

トピックス

【
問
い
合
わ
せ
】　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
26
・
１
５
２
１　
℻  
24
・
７
５
１
１　

houkatsu-shien@
city.iga.lg.jp

　
認
知
症
の
人
や
ご
家
族
、
認
知
症
に
関

心
の
あ
る
人
、
地
域
の
人
な
ど
、
ど
な
た

で
も
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
カ
フ
ェ
で

す
。「
認
知
症
に
つ
い
て
知
り
た
い
」「
相

談
し
た
い
」「
仲
間
を
作
り
た
い
」
と
い

う
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
一
緒
に

ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間

を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

【
と　
き
】

　
５
月
11
日
㈫　
午
前
10
時
〜
正
午

※
午
前
10
時
30
分
か
ら
約
20
分
間
、
健
康

体
操
や
脳
ト
レ
な
ど
の
ミ
ニ
イ
ベ
ン
ト

を
行
い
ま
す
。

【
と
こ
ろ
】　
ハ
イ
ト
ピ
ア
伊
賀

　
４
階
健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
い
が
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
」
っ
て

ど
ん
な
と
こ
ろ
？

○
認
知
症
に
つ
い
て
学
べ
る

　
認
知
症
に
関
す
る
情
報
や
、
正
し

い
知
識
を
学
べ
ま
す
。

○
認
知
症
の
相
談
が
気
軽
に
で
き
る

　
保
健
師
や
認
知
症
の
人
と
家
族
の

会
の
会
員
が
い
る
の
で
、
不
安
や
悩

み
を
気
軽
に
相
談
で
き
ま
す
。

○
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、

誰
も
が
楽
し
み
、
交
流
で
き
る

　
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
寝
具
の
洗
濯

サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

　
市
内
在
住
で
、
令
和
２
年
度
所
得
税
の

非
課
税
世
帯
の
人
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

○
寝
具
の
衛
生
管
理
が
困
難
な
お
お
む
ね

65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
人

○
心
身
の
障
が
い
や
傷
病
な
ど
に
よ
り
寝

た
き
り
に
な
っ
て
い
る
65
歳
以
上
の
み

の
人
で
構
成
さ
れ
た
世
帯
、
ま
た
は
こ

れ
に
準
ず
る
世
帯
の
人

○
重
度
の
身
体
障
が
い
の
た
め
寝
た
き
り

の
人
で
家
族
の
支
援
が
受
け
ら
れ
な

い
人

【
利
用
限
度
】　
掛
布
団
、
敷
布
団
、
毛
布

（
各
１
枚
）
の
洗
濯
、
乾
燥
、
消
毒
で
１

年
に
２
回
以
内

※
９
月
と
３
月
に
実
施
予
定

※
申
込
方
法
な
ど
は

お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
外
出
の
援
助
（
散
歩
の
付
き
添
い
）、
食

材
の
購
入
、
生
活
経
路
の
草
刈
り
な
ど
軽

易
な
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

　
市
内
在
住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
軽
度
な
援
助
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
人

○
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
人

○
65
歳
以
上
の
み
の
人
で
構
成
さ
れ
た
世

帯
、
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
の
人

【
利
用
限
度
】

　
月
４
回
ま
で

※
生
活
経
路
の
草
刈
り
は
年
２
回
ま
で
。

【
料　
金
】

　
１
時
間
３
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
は
無
料

【
申
込
方
法
】　
来
庁

高
齢
者
等

寝
具
洗
濯
サ
ー
ビ
ス
事
業

軽
度
生
活
援
助
事
業
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【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】　
伊
賀
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

　
月
〜
金
曜
日
・
第
３
土
曜
日　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分　
※
祝
日
を
除
く

　
☎
26
・
７
８
３
０　
℻  
22
・
９
６
６
６　

igafsc@
ict.ne.jp

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

は
、
子
育
て
の
手
伝
い
を
し
て
ほ
し
い
人

（
依
頼
会
員
）
と
、
子
育
て
の
手
伝
い
が

で
き
る
人
（
提
供
会
員
）
で
構
成
す
る
会

員
組
織
で
す
。
地
域
の
中
で
助
け
合
い
な

が
ら
子
育
て
を
す
る
有
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
で
す
。

◆
提
供
会
員
養
成
講
座

【
と　
き
】

○
２
日
間
コ
ー
ス

　
活
動
内
容
：
送
迎
・
預
か
り
援
助

　
６
月
28
日
㈪
・
７
月
10
日
㈯

○
４
日
間
コ
ー
ス

　
活
動
内
容
：
送
迎
・
預
か
り
援
助

　
　
　
　
　
　
緊
急
援
助
・
病
児
援
助

　
６
月
28
日
㈪
・
７
月
４
日
㈰

　
７
月
５
日
㈪
・
７
月
10
日
㈯

【
内　
容
】

○
６
月
28
日
㈪

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
「
子
育
て
の
制
度
と
現
状
」

　
「
障
が
い
の
あ
る
子
の
預
か
り
に
つ
い
て
」

　
「
子
ど
も
の
世
話
」

　
「
子
ど
も
の
事
故
と
安
全
」

○
７
月
４
日
㈰

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

　
「
心
の
発
達
と
保
育
者
の
か
か
わ
り
」

　
「
子
ど
も
の
遊
び
」

○
７
月
５
日
㈪

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
「
保
育
の
心
」「
子
ど
も
の
栄
養
と
食
生
活
」

○
７
月
10
日
㈯

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
「
小
児
看
護
の
基
礎
知
識
」

　
「
身
体
の
発
育
と
病
気
」

　
「
活
動
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
」

【
と
こ
ろ
】

　
ハ
イ
ト
ピ
ア
伊
賀　
４
階
・
５
階

【
対
象
者
】

　
市
内
在
住
・
在
勤
の
20
歳
以
上
の
人

【
料　
金
】　
２
，０
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
）

※
両
コ
ー
ス
同
じ
テ
キ
ス
ト
で
す
。

【
定　
員
】　
20
人
程
度

【
申
込
方
法
】　
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・

電
話
番
号・コ
ー
ス
名
を
、
電
話・
Ｅ
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
で
左
記
ま
で
。

【
申
込
期
限
】　
６
月
18
日
㈮

※
提
供
会
員
と
し
て
登
録
で
き
る
の
は
、

講
座
を
受
講
し
認
定
さ
れ
た
人
の
み

で
す
。

※
託
児
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
し
込
み

時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
保
育
士
・
看
護
師 

・
栄
養
士
な
ど
の

免
許
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
、
講
習
の

一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

トピックス

提
供
会
員
養
成
講
座

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

【
問
い
合
わ
せ
】　
収
税
課

　
☎
22
・
９
６
１
５　
℻  
22
・
９
６
１
８　

shuuzei@
city.iga.lg.jp

トピックス

【
問
い
合
わ
せ
】　
こ
ど
も
未
来
課

　
☎
22
・
９
６
７
７　
℻  
22
・
９
６
４
６　

kodom
o@
city.iga.lg.jp

◆
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
者
】

　
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
り
、
18
歳

の
誕
生
日
か
ら
最
初
の
３
月
31
日
を
む
か

え
て
い
な
い
子
を
扶
養
し
て
い
る
父
か

母
、
ま
た
は
そ
の
子
を
養
育
し
て
い
る
人

○
父
母
が
離
婚
し
た
子

○
父
か
母
が
死
亡
し
た
子

○
父
か
母
が
重
度
の
障
が
い
（
国
民
年
金

の
障
害
等
級
１
級
程
度
）
に
あ
る
子

○
父
か
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
子

○
父
か
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄

さ
れ
て
い
る
子

○
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護
命

令
を
受
け
た
子

○
父
か
母
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ

れ
て
い
る
子

○
母
が
婚
姻
せ
ず
に
生
ま
れ
た
子

○
父
母
と
も
不
明
で
あ
る
子

※
子
の
身
体
ま
た
は
精
神
に
中
程
度
以
上

の
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
、
手
続
き
に

よ
り
20
歳
未
満
ま
で
受
給
で
き
ま
す
。

※
令
和
３
年
３
月
分
か
ら
児
童
扶
養
手
当

の
額
が
障
害
年
金
の
子
の
加
算
部
分
の

額
を
上
回
る
場
合
、
そ
の
差
額
を
児
童

扶
養
手
当
と
し
て
受
給
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
者
】

　
身
体
や
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未

満
の
子
を
養
育
し
て
い
る
父
か
母
、
ま
た
は

父
母
に
か
わ
っ
て
子
を
養
育
し
て
い
る
人

〈
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
〉

○
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む
ね

１・
２
級
程
度（
内
部
的
疾
患
を
含
む
。）

に
該
当
す
る
と
き

○
療
育
手
帳
の
判
定
が
最
重
度
、
重
度
程

度
の
知
的
障
が
い
・
精
神
障
が
い
で
あ

る
と
き

〈
特
別
児
童
扶
養
手
当
２
級
〉

○
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む
ね

３
級
程
度
（
内
部
的
疾
患
を
含
む
。）

に
該
当
す
る
と
き

○
療
育
手
帳
の
判
定
が
中
度
程
度
の
知
的

障
が
い
・
精
神
障
が
い
で
あ
る
と
き

※
手
当
を
受
け
る
人
、
ま
た
は
扶
養
義
務

者
の
前
年
の
所
得
が
限
度
額
を
超
え
る

と
手
当
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

と
も
受
給
す
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】

○
介
護
高
齢
福
祉
課　
☎
22
・
９
６
３
４　
℻  
26
・
３
９
５
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　

kaigo@
city.iga.lg.jp

○
障
が
い
福
祉
課　
☎
22
・
９
６
５
７　
℻  
22
・
９
６
６
２

○
各
支
所
住
民
福
祉
課

在
宅
者
向
け
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

い
が
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

トピックス

トピックス

【
問
い
合
わ
せ
】　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
26
・
１
５
２
１　
℻  
24
・
７
５
１
１　

houkatsu-shien@
city.iga.lg.jp

　
認
知
症
の
人
や
ご
家
族
、
認
知
症
に
関

心
の
あ
る
人
、
地
域
の
人
な
ど
、
ど
な
た

で
も
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
カ
フ
ェ
で

す
。「
認
知
症
に
つ
い
て
知
り
た
い
」「
相

談
し
た
い
」「
仲
間
を
作
り
た
い
」
と
い

う
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
一
緒
に

ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間

を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

【
と　
き
】

　
５
月
11
日
㈫　
午
前
10
時
〜
正
午

※
午
前
10
時
30
分
か
ら
約
20
分
間
、
健
康

体
操
や
脳
ト
レ
な
ど
の
ミ
ニ
イ
ベ
ン
ト

を
行
い
ま
す
。

【
と
こ
ろ
】　
ハ
イ
ト
ピ
ア
伊
賀

　
４
階
健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
い
が
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
」
っ
て

ど
ん
な
と
こ
ろ
？

○
認
知
症
に
つ
い
て
学
べ
る

　
認
知
症
に
関
す
る
情
報
や
、
正
し

い
知
識
を
学
べ
ま
す
。

○
認
知
症
の
相
談
が
気
軽
に
で
き
る

　
保
健
師
や
認
知
症
の
人
と
家
族
の

会
の
会
員
が
い
る
の
で
、
不
安
や
悩

み
を
気
軽
に
相
談
で
き
ま
す
。

○
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、

誰
も
が
楽
し
み
、
交
流
で
き
る

　
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
寝
具
の
洗
濯

サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

　
市
内
在
住
で
、
令
和
２
年
度
所
得
税
の

非
課
税
世
帯
の
人
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

○
寝
具
の
衛
生
管
理
が
困
難
な
お
お
む
ね

65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
人

○
心
身
の
障
が
い
や
傷
病
な
ど
に
よ
り
寝

た
き
り
に
な
っ
て
い
る
65
歳
以
上
の
み

の
人
で
構
成
さ
れ
た
世
帯
、
ま
た
は
こ

れ
に
準
ず
る
世
帯
の
人

○
重
度
の
身
体
障
が
い
の
た
め
寝
た
き
り

の
人
で
家
族
の
支
援
が
受
け
ら
れ
な

い
人

【
利
用
限
度
】　
掛
布
団
、
敷
布
団
、
毛
布

（
各
１
枚
）
の
洗
濯
、
乾
燥
、
消
毒
で
１

年
に
２
回
以
内

※
９
月
と
３
月
に
実
施
予
定

※
申
込
方
法
な
ど
は

お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
外
出
の
援
助
（
散
歩
の
付
き
添
い
）、
食

材
の
購
入
、
生
活
経
路
の
草
刈
り
な
ど
軽

易
な
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

　
市
内
在
住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
軽
度
な
援
助
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
人

○
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
人

○
65
歳
以
上
の
み
の
人
で
構
成
さ
れ
た
世

帯
、
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
の
人

【
利
用
限
度
】

　
月
４
回
ま
で

※
生
活
経
路
の
草
刈
り
は
年
２
回
ま
で
。

【
料　
金
】

　
１
時
間
３
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
は
無
料

【
申
込
方
法
】　
来
庁

高
齢
者
等

寝
具
洗
濯
サ
ー
ビ
ス
事
業

軽
度
生
活
援
助
事
業
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